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【国際特許分類】
   Ｃ０９Ｋ   3/18     (2006.01)
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【手続補正書】
【提出日】令和3年1月5日(2021.1.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　式（１）で表されるシラン化合物（Ａ）、式（２）で表されるシラン化合物（Ｂ）及び
粗さ調整剤（Ｃ）の混合組成物であり、
　前記粗さ調整剤（Ｃ）が、酸化チタン、酸化マンガン、酸化イットリウム（ＩＩＩ）、
酸化ジルコニウム、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化インジウム（ＩＩＩ）、酸化錫（
ＩＩ）、酸化錫（ＩＶ）、三酸化アンチモン、酸化インジウム錫、及びスズ－アンチモン
系酸化物からなる群から選択される少なくとも１種であり、
　前記粗さ調整剤（Ｃ）の含有量が、前記シラン化合物（Ａ）及び前記シラン化合物（Ｂ
）の合計１００質量部に対して、１質量部以上２０質量部以下である混合組成物。

【化１】

［式（１）中、
　Ｒ1は、炭素数６以上の炭化水素基を表し、該炭化水素基に含まれる－ＣＨ2－は、－Ｏ
－に置き換わっていてもよい。
　Ｘ1は、加水分解性基を表す。］

【化２】

［式（２）中、
　Ｒ2は、炭素数１～５の炭化水素基を表す。
　Ｘ2は、加水分解性基を表す。
　ｎは、０又は１の整数を表す。］



(2) JP 2018-172646 A5 2021.2.18

【請求項２】
　前記粗さ調整剤（Ｃ）が、メジアン径が１０ｎｍ以上５００ｎｍ以下の金属酸化物粒子
である請求項１に記載の混合組成物。
【請求項３】
　前記シラン化合物（Ａ）と前記シラン化合物（Ｂ）とのモル比（Ｂ／Ａ）が、２以上１
００以下である請求項１又は２に記載の混合組成物。
【請求項４】
　前記シラン化合物（Ａ）と前記シラン化合物（Ｂ）の合計の含有率が、組成物１００質
量％中、１質量％以上５０質量％以下である請求項１～３のいずれかに記載の混合組成物
。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の混合組成物を硬化した膜。
【請求項６】
　ＩＳＯ２５１７８に準拠して算出した表面の算術平均高さＳａが、０．０４μｍ以上０
．９０μｍ以下である請求項５に記載の膜。
【請求項７】
　表面抵抗値が７．５×１０13Ω／ｓｑ以下であり、ＩＳＯ２５１７８に準拠して算出し
た表面の算術平均高さＳａが、０．０４μｍ以上となる撥水膜。
【請求項８】
　請求項５～７のいずれかに記載の膜を有する物品。
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